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欠席届（公欠）の取り扱いについて 

 

公欠を認めている事由 
必要な証明書類 

（いずれも原本に限る） 

(1) 天災、自宅の火災 火災証明、り災証明等 

(2) 親族の危篤・死亡（2親等以内） 会葬御礼等の証明書 

(3) 交通機関の遅延（30分以上）・ストライキ 遅延証明書 

(4) 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症（例：インフルエ

ンザ、麻疹、おたふくかぜ、新型コロナウイルス感染症等）に感染した

場合（ただし、症状により医師において感染させる恐れがないと認めた

ときを除く。） 

「学校感染症」に関する証明書（大学

様式）（又は出席の停止期間が記載さ

れた医師の診断書や療養が証明できる

もの） 

(5) 裁判員制度による裁判員（候補者）に選出されたことにより、裁判

所に出頭した場合 
裁判所より発行される証明書 

(6) 教員免許状の取得にかかる教育実習・介護等体験等に参加した場合

（オリエンテーション等含む） 
 

(7) その他、学部長が認めた場合 公欠内容を確認できる書類 

 

※(2)の場合の注意事項： 

公欠として取り扱うことができる日数は以下のとおりです。 

・１親等及び配偶者の場合は、連続する７日（土・日・祝日を含む。）の範囲内の期間 

・２親等の場合は、連続する５日（土・日・祝日を含む。）の範囲内の期間 

なお、葬儀のための遠隔地に赴く場合にあっても、往復に要する日数も含みます。 

 

※(3)の場合の注意事項： 

・降車駅で発行されている遅延証明書を必ず持参してください。 

・遅延による公欠の申請期間は１か月です。１か月を経過したものは認められません。 

・遅延証明書に遅延時間未記入など不備がある場合は、別途各鉄道会社のHPより遅延時間記載の遅延証明

書を印刷して添えてください。 

・遅延証明書は１路線で30分以上の遅延に限り、２路線合計で30分以上の遅延は認められません。 

・路線バスの場合は原則として公欠の対象とはなりません。（路線バス会社の発行する遅延証明書を持参し

た場合を除く。） 

・交通機関による遅延の申請は学生証裏面に記載の住所最寄駅から大学最寄駅に限ります。 

 

※(4)の場合の注意事項： 

・インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症と医療機関で診断された場合、指定のFormsで報告して

ください。（すみやかな報告がない場合は、公欠を認められない場合があります。） 

なお、それ以外の感染症は医師の診断後すみやかに保健管理センターに電話で報告してください。 

・手続きの詳細は大学ホームページ中の保健管理センターWebサイト 

（https://www.yokohama-cu.ac.jp/health/）をよく確認し、Web上より「『学校感染症』に関する 

証明書（大学様式）」をダウンロードし医師に記入してもらってください。 

・完治後は、「『学校感染症』に関する証明書（大学様式）」を保健管理センターに提出し、各キャンパス事務

室で手続きをしてください。 

・保健管理センターWebサイトに「出席停止となる学校感染症の一覧」も掲載されていますので、必要に

応じて参照してください。 

 

 

http://www.yokohama-cu.ac.jp/health/


- 2 - 

    

 

［(4)の場合の公欠手続き手順］ 

インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症と診断された場合 

①指定のFormsで報告 

②療養（＝出席停止期間終了まで） 

③各キャンパス保健室へ「『学校感染症』に関する証明書」を提出 

④各キャンパス保健室より「欠席届」を受領（即日発行） 

⑤各キャンパス事務室へ「欠席届」を提出 ⇒ 金沢八景キャンパスは教務担当へ 

⑥承認後、欠席期間中の授業科目分の「欠席届」を受領 

⑦各授業担当教員へ「欠席届」を提出＜公欠手続き、完了＞ 

それ以外の感染症と診断された場合は、電話連絡してください。連絡先はキャンパス毎に異なります。 

Webサイトを確認してください。 

 

※(6)の場合の注意事項： 

・大学院早期履修科目は公欠として取り扱わず、欠席したものとみなします。 

・事前説明会やオリエンテーション等は「出校確認票」を提出した場合、公欠として取り扱います。 

 

※(7)の場合の注意事項： 

・⑺の事由により公欠の申請をする場合は、事前に手続きが必要です。授業を欠席する日の２か月前までに

教育推進課教務担当窓口に相談してください。（２か月を過ぎてから相談があった場合は公欠として取扱

いできない場合がありますので、注意してください。） 

 

※Practical Englishについては上記の事由に該当しても同様の扱いとならないことがあります。 

詳しくは、『総合履修ガイド』「V 共通教養科目＞６．Guide to Practical English & Advanced 

Practical English」のページのAttendance Policyを確認してください。 


